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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 Ｉ Ｐ 網 を 介 し て 音 声 通 話 に 必 要 な 通 信 制 御 を 行 う Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 と 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御
部 に よ る 通 信 制 御 中 に お け る 新 た な 着 信 を 検 出 す る 着 信 検 出 部 と 、 前 記 新 た な 着 信 の 検 出
に 応 じ て そ の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る 着 信 通 知 部 と 、 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る Ｉ Ｐ
電 話 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 着 信 検 出 部 は 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に お け る Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 か ら の 新
た な 着 信 を 検 出 し 、 前 記 着 信 通 知 部 は 、 こ の Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 か ら の 新 た な 着 信 に 応 じ て そ の 旨
を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の Ｉ Ｐ 電 話 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 着 信 検 出 部 は 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に お け る 前 記 Ｉ Ｐ 網 か ら の 新
た な 着 信 を 検 出 し 、 前 記 着 信 通 知 部 は 、 こ の Ｉ Ｐ 網 か ら の 新 た な 着 信 に 応 じ て そ の 旨 を オ
ペ レ ー タ に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ 記 載 の Ｉ Ｐ 電 話 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 着 信 通 知 部 は 、 音 声 通 話 中 の 音 声 に 新 た な 着 信 が あ っ た 旨 を 示 す 着 信 音 を 付 加 す る
こ と で そ の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の い ず れ か
に 記 載 の Ｉ Ｐ 電 話 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 Ｉ Ｐ 電 話 装 置 と し て の 機 能 を 有 し な い 電 話 装 置 に 接 続 さ れ 当 該 電 話 装 置 を Ｉ Ｐ 電 話 装 置
と し て 機 能 さ せ る 制 御 装 置 で あ っ て 、 前 記 電 話 装 置 か ら ダ イ ヤ ル 発 呼 を 受 け る と Ｉ Ｐ 網 を
介 し て 音 声 通 話 に 必 要 な 通 信 制 御 を 行 う Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 と 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通
信 制 御 中 に お け る 新 た な 着 信 を 検 出 す る 着 信 検 出 部 と 、 前 記 新 た な 着 信 の 検 出 に 応 じ て そ
の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る 着 信 通 知 部 と 、 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】



　 前 記 着 信 検 出 部 は 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に お け る Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 か ら の 新
た な 着 信 を 検 出 し 、 前 記 着 信 通 知 部 は 、 こ の Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 か ら の 新 た な 着 信 に 応 じ て そ の 旨
を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 着 信 検 出 部 は 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に お け る 前 記 Ｉ Ｐ 網 か ら の 新
た な 着 信 を 検 出 し 、 前 記 着 信 通 知 部 は 、 こ の Ｉ Ｐ 網 か ら の 新 た な 着 信 に 応 じ て そ の 旨 を オ
ペ レ ー タ に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 又 は 請 求 項 ６ 記 載 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 着 信 通 知 部 は 、 音 声 通 話 中 の 音 声 に 新 た な 着 信 が あ っ た 旨 を 示 す 着 信 音 を 付 加 す る
こ と で そ の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ か ら 請 求 項 ７ の い ず れ か
に 記 載 の 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 Ｉ Ｐ 網 を 介 し て 音 声 通 話 に 必 要 な 通 信 制 御 を 行 う 工 程 と 、 前 記 通 信 制 御 中 に お け る 新 た
な 着 信 を 検 出 す る 工 程 と 、 前 記 新 た な 着 信 の 検 出 に 応 じ て そ の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る
工 程 と 、 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 着 信 通 知 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 本 発 明 の 第 １ ０ の 態 様 に 係 る 通 信 装 置 は 、

。
　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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Ｉ Ｐ 網 を 介 し て 音 声 通 話 に 必 要 な 通 信 制 御 を 行 う Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 と 、 Ｉ Ｐ 網 と 接 続 す る
Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 と 、 Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 と 接 続 す る Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 と 、 前
記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に 前 記 Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 を 介 し て Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ
網 か ら の 新 た な 着 信 を 検 出 す る 着 信 検 出 部 と 、 前 記 新 た な 着 信 の 検 出 に 応 じ て そ の 旨 を オ
ペ レ ー タ に 通 知 す る 着 信 通 知 部 と 、 オ ペ レ ー タ が 現 在 の 通 信 を 切 断 す る と 前 記 新 た な 着 信
と の 通 信 を 開 始 す る 発 着 信 制 御 部 と 、 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。

Ｉ Ｐ 網 を 介 し て 音 声 通 話 に 必 要 な 通 信 制 御 を 行 う Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 と 、 Ｉ Ｐ 網 と 接 続 す る
Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 と 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に 前 記 Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ
ー フ ェ ー ス 部 を 介 し て Ｉ Ｐ 網 か ら の 新 た な 着 信 を 検 出 す る 着 信 検 出 部 と 、 前 記 新 た な 着 信
の 検 出 に 応 じ て そ の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る 着 信 通 知 部 と を 具 備 し 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御
部 は 、 前 記 通 知 を 受 け た オ ペ レ ー タ が 現 在 の 通 信 を 切 断 す る と 前 記 新 た な 着 信 と の 通 信 を
開 始 す る こ と を 特 徴 と す る 通 信 装 置 。

Ｉ Ｐ 網 を 介 し て 音 声 通 話 に 必 要 な 通 信 制 御 を
行 う Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 と 、 Ｉ Ｐ 網 と 接 続 す る Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 と 、 Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 と 接
続 す る Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 と 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に 前 記 Ｐ Ｓ
Ｔ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 を 介 し て Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 か ら の 新 た な 着 信 を 検 出 す る 着 信 検 出 部 と 、
前 記 新 た な 着 信 の 検 出 に 応 じ て そ の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る 着 信 通 知 部 と 、 オ ペ レ ー タ
が 現 在 の 通 信 を 切 断 す る と 前 記 新 た な 着 信 と の 通 信 を 開 始 す る 発 着 信 制 御 部 と 、 を 具 備 す
る 構 成 を 採 る

こ の 構 成 に よ れ ば 、 通 話 中 に Ｐ Ｓ Ｔ Ｎ 網 か ら の 新 た な 着 信 が 検 出 さ れ る と 、 こ の Ｐ Ｓ Ｔ
Ｎ 網 か ら の 新 た な 着 信 の 検 出 に 応 じ て そ の 旨 が オ ペ レ ー タ に 通 知 さ れ 、 オ ペ レ ー タ が 、 必
要 に 応 じ て 現 在 の 音 声 通 話 を 切 断 す れ ば 自 動 的 に 新 た な 着 信 に 対 応 す る こ と が で き る 。



【 ０ ０ ４ １ 】
　 本 発 明 の 第 １ １ の 態 様 に 係 る 通 信 装 置 は 、

。
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Ｉ Ｐ 網 を 介 し て 音 声 通 話 に 必 要 な 通 信 制 御 を
行 う Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 と 、 Ｉ Ｐ 網 と 接 続 す る Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 と 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制
御 部 に よ る 通 信 制 御 中 に 前 記 Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ ー フ ェ ー ス 部 を 介 し て Ｉ Ｐ 網 か ら の 新 た な 着 信
を 検 出 す る 着 信 検 出 部 と 、 前 記 新 た な 着 信 の 検 出 に 応 じ て そ の 旨 を オ ペ レ ー タ に 通 知 す る
着 信 通 知 部 と を 具 備 し 、 前 記 Ｉ Ｐ 電 話 制 御 部 は 、 前 記 通 知 を 受 け た オ ペ レ ー タ が 現 在 の 通
信 を 切 断 す る と 前 記 新 た な 着 信 と の 通 信 を 開 始 す る 構 成 を 採 る

こ の 構 成 に よ れ ば 、 通 話 中 に Ｉ Ｐ 網 か ら の 新 た な 着 信 が 検 出 さ れ る と 、 こ の Ｉ Ｐ 網 か ら
の 新 た な 着 信 の 検 出 に 応 じ て そ の 旨 が オ ペ レ ー タ に 通 知 さ れ 、 オ ペ レ ー タ が 、 必 要 に 応 じ
て 現 在 の 音 声 通 話 を 切 断 す れ ば 自 動 的 に 新 た な 着 信 に 対 応 す る こ と が で き る 。
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